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今
年
の
平
和
音
楽
祭
も
た
く
さ
ん
の
ゲ
ス
ト

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
出
演
し
、ス
テ
ー
ジ
を
盛
り
上
げ

ま
し
た
。

　
長
渕
剛
さ
ん
の
モ
ノ
マ
ネ
シ
ン
ガ
ー
、東
渕
剛
さ

ん
は
数
々
の
長
渕
さ
ん
の
名
曲
を
披
露
。シ
ン
ガ
ー

ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
ユ
キ
ヒ
ロ
さ
ん
は
、音
楽
の
教

科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る｢

今
日
か
ら
明
日
へ｣

を

観
客
と
一
緒
に
手
話
を
交
え
て
歌
い
ま
し
た
。海
勢

頭
豊
さ
ん
の
代
表
曲｢

月
桃｣

が
流
れ
る
と
会
場
が
大

合
唱
で
一
体
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
年
の｢

平
和
音
楽
祭｣

で
は
ラ
ジ
オ
Ｍ
Ｃ
な
ど
で
活
躍

す
る
幸
田
悟
さ
ん
が
司
会
を
務
め
、と
き
に
楽
し
く
、と
き

に
し
っ
と
り
と
イ
ベ
ン
ト
を
進
行
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、西
原
小
学
校
の
音
楽
部
や
西
原
高
校
マ
ー
チ
ン
グ

バ
ン
ド
部
が
日
ご
ろ
の
練
習
の
成
果
を
発
揮
し
、会
場
を
盛

り
上
げ
ま
し
た
。西
原
町
立
児
童
館
に
通
う
子
ど
も
た
ち
が

紙
芝
居｢

さ
わ
ふ
じ
の
木
の
下
で｣

を
読
み
上
げ
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
手
話
ダ
ン
ス
Ｙ
Ｏ
Ｕ
＆
Ｉ
沖
縄
・
う
り
ず
ん
の
み
な
さ
ん

が
林
美
伶
さ
ん
の｢

サ
ワ
フ
ジ
の
詩｣

に
乗
せ
て
手
話
ダ
ン

ス
を
披
露
。平
和
の
願
い
を
届
け
ま
し
た
。

　
西
原
町
で
は
今
年
度
か
ら
６
月
を｢

西
原
町
平
和
月
間｣

と
位
置
づ
け
、期
間
中
は
平
和
事
業
の
推
進
に
努
め
ま
し

た
。そ
の
一
環
と
し
て
、６
月
23
日
の
慰
霊
の
日
に｢

西
原
町

平
和
音
楽
祭
２
０
１
２｣
を
開
催
。｢

未
来
へ
繋
ぐ
平
和
へ
の

想
い
〜
フ
ォ
ー
ク
で
繋
げ
る
心
の
絆｣

を
テ
ー
マ
に
開
催
さ

れ
た
音
楽
祭
に
は
、町
内
外
か
ら
多
く
の
方
が
来
場
し
、音

楽
を
通
じ
て
反
戦
意
識
の
再
確
認
と
、平
和
と
命
の
尊
さ
を

と
も
に
考
え
ま
し
た
。

司会の幸田悟さん司会の幸田悟さん

西原小学校音楽部西原小学校音楽部

西原高校マーチングバンド部西原高校マーチングバンド部

東渕剛さん東渕剛さん

海勢頭豊さん (左から2番目)海勢頭豊さん (左から2番目)

紙芝居｢さわふじの木の下で｣紙芝居｢さわふじの木の下で｣

沖縄戦の犠牲者の冥福を祈り、
会場では黙祷が捧げられました
沖縄戦の犠牲者の冥福を祈り、
会場では黙祷が捧げられました

ユキヒロさんユキヒロさん
ＮＰＯ法人手話ダンスＹＯU＆Ｉ

沖縄・うりずんのみなさんと林美伶さん
ＮＰＯ法人手話ダンスＹＯU＆Ｉ

沖縄・うりずんのみなさんと林美伶さん

小波津自治会で慰霊祭を実施
　小波津自治会（糸数榮吉会長）が6月23日の慰
霊の日にちなみ、小波津慰霊碑の前で慰霊祭を実
施しました。
　小波津区は沖縄戦で455名の区民が犠牲にな
り、慰霊碑には犠牲者の名前が刻まれています。
　式典では犠牲者の冥福を祈り、平和への願いをこめて黙祷が捧げられ、地域の
子どもたちによる平和へのメッセージが朗読されました。

小波津自治会で慰霊祭を実施小波津自治会で慰霊祭を実施
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■ 太陽光発電、導入した方に話を聞きました ･･･３

■ 平成 25年度西原町職員採用候補者試験
　 実施要綱 ････････････････････････････４

■ 西原町人材育成会からのお知らせ ･･････５

人 口

世帯数

男
女
計

17,489 人
17,366 人
34,855 人

■ 町内の行政区自治会を紹介します ････････････ ６

■ 災害時要援護者台帳に登録しましょう ････････ ９

■ 児童扶養手当・特別児童扶養手当の
　 「現況届」について ･････････････････････････ 13

■ 西原町禁煙教室参加者募集 ･･････････････････ 14

今 月 の ト ピ ッ ク ス今 月 の ト ピ ッ ク ス

（関連記事10ペー
ジ）「第24回ビーチバレ

ーOKINAWA2012
」の1コマ夏へ、アタック！夏へ、アタック！

13,268 世帯
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太陽光発電システムを導入した方に、お話を聞きました。
新エネルギーを活用しよう♪

太陽光発電システムを導入した方に、お話を聞きました。
　西原町では、将来のエネルギー資源に関する課題や地球温暖化対策に対応するため、環境にやさしい新エネルギ
ーの積極的な導入を推進しています。その一環として、住宅用太陽光発電システム・住宅用太陽熱温水器・ソーラー
システムの設置に対して費用の一部を助成しています。
　今回は、自宅に太陽光発電システムを導入した運天直人さん（字東崎在住）に、話を伺いました。

新エネルギー・助成事業に関するお問い合わせ　総務部企画財政課　☎945-4533

【お問い合わせ】　建設部　土木課　計画係　☎945-4415（内線 302）

Q　太陽光発電システムを導入することになったきっかけは？ 

【運天さん】5歳と3歳の子どもがいるが、子どもが産まれて子育てをしていくうち、環境に
ついて考えるようになりました。子どもたちがこれから暮らしていく環境が少しでもよく
なればと思って、導入しました。

Q　太陽光発電システムを導入した感想は？

【運天さん】 少しでも環境のためになっていると考えれば、導入してよかったと思っていま
す。システムを導入したことで、意識して生活の仕方を変えると負担になるので、特に生活は変わっていません。

Q　太陽光発電システムの導入を迷っている人、検討している人へアドバイスはありますか。

【運天さん】導入をお勧めします。何より環境のためになりますし、（太陽光などのエネルギーを）使う人が増えれば増え
るほど、効果的だと思います。費用面も、これまで支払ってきた電気代と同じぐらい。環境のためになっていると考えれ
ば、むしろプラスです。
　導入するときは何社も営業の方の話を聞いて、とても迷いました。いろいろと比較して家族とも相談して導入しまし
た。中にはあまりよくない業者もいるみたいなので、業者選びは慎重に行ってください。

太陽光発電システムを導入した方に、お話を聞きました。

助成事業を活用して、太陽光発電システム
を導入した運天さんに伺いました。
助成事業を活用して、太陽光発電システム
を導入した運天さんに伺いました。

　「新エネルギー」と聞くと、最新技術のようで縁遠いものと感じる方もいると思います。しかし、運天さんのように
太陽光や太陽熱を自宅で活用している方が増えています。バイオディーゼル燃料(BDF)は実用化され、E3ガソリン
を車に給油することもできます。
　西原町では今後も環境負荷を軽減するための施策を展開し、地球環境にやさしいまちづくりを推進していきます。
これからも町民･事業所･行政がお互い協力して、新エネルギーの推進に向けて、行動しましょう。

助成事業
の申請は
10月から

　西原町では、洪水の防止・防災対策として平成14年度から住宅での雨水タンクの利用
を呼びかけています。雨水タンクを設置して、雨水を利用してみませんか。
　これは、屋根などから流れる雨水を雨水タンクに貯めることによって、一気に大量の雨
水が川へ流れ出ないようにと考えられたものです。
　貯まった水は、水洗トイレや洗車・家庭菜園での水やりなどに使うことができ、水道代
の節約にもつながります。
　水事情に厳しい沖縄だからこそ、ぜひこの制度を利用して節水にも努めたいですね。

　町内で平成24年12月末までに雨水タンクの設置が可能な方に対し、予算の範囲内で助成
金を交付します。助成の決定は、先着順で行います。
※ 定員に達し次第、終了します。

　雨水利用のため新規に雨水タンクを設置するため、または下水道への接続により不用に
なった浄化槽を雨水タンクに再利用するための改造工事が対象です。タンクは１基の有効
貯水量１㎥以上とし、１世帯（同居世帯は１世帯とみなす）につき１施設とします。

助成金の交付額は、雨水タンクの設置又は改造工事１件につき50,000円とします。ただし、
要した費用の額が50,000円未満の場合は、その要した費用の額を助成金の交付額とします。
※ 重複して交付を受けることはできません！
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　糖
尿
病
、脳
卒
中
、心
筋
梗
塞
、高
脂
血
症
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
「
生
活
習
慣
病
」
患
者
は
増
加
し
続
け
、

今
や
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
は

多
く
の
方
の
健
康
が
損
な
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、医
療
費
の
支
出
が
増
え
続
け
、将
来
の
保
険
診

療
制
度
の
維
持
に
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　そ
こ
で
、
生
活
習
慣
病
の
改
善
を
図
る
た
め
に

平
成
20
年
か
ら
全
国
で
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
「
特

定
健
診(

メ
タ
ボ
健
診)

」
で
す
。
特
定
健
診
と
は
、

生
活
習
慣
病
や
そ
の
予
備
群
を
早
期
発
見
し
、
特

定
保
健
指
導
な
ど
を
通
じ
て
対
処
す
る
こ
と
で
、

み
な
さ
ん
の
健
康
を
守
り
、
将
来
の
医
療
費
を
抑

え
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
。 

　特
定
健
診
っ
て
、何
を
す
る
の
？

　特
定
健
診
で
は
、
医
師
の
診
察
、
採
血
、
尿
検
査

な
ど
を
行
い
、さ
ま
ざ
ま
な
数
値
を
測
定
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
自
分
の
体
の
現
状
を
把
握
で

き
、
継
続
し
て
健
診
を
受
け
る
こ
と
で
自
分
で
は

気
付
か
な
い
体
の
変
化
な
ど
に
気
付
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
体
に
異
常
が
見
つ
か
っ
て
も
早
い
段
階

で
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
早
く
治
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

　町
民
の
カ
ラ
ダ

　西
原
町
で
も
生
活
習
慣
病
が
増
加
し
続
け
て
い

ま
す
。
現
在
実
施
し
て
い
る
健
診
結
果
を
見
て
も

肥
満
者
が
多
く
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
や
血
糖
値
、

B
M
I
値
な
ど
の
異
常
が
見
ら
れ
、
生
活
習
慣
病

の
予
備
群
も
増
え
て
い
ま
す
。一
方
、健
診
を
受
け

て
い
な
い
町
民
が
多
く
い
ま
す
。そ
の「
健
診
未
受

診
者
」の
中
に
は
、自
分
の
体
の
こ
と
を
知
ら
な
い

ま
ま
生
活
習
慣
病
等
を
放
置
す
る
方
が
お
り
、
そ

の
結
果
、
生
活
習
慣
病
の
重
症
化
を
招
き
、
突
然
、

脳
卒
中
や
心
筋
梗
塞
な
ど
を
起
こ
し
て
し
ま
い
、

高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、左
表
か
ら
分
か
る
と
お
り
、町
民
の
医
療
費
は

増
加
の
一
途
で
、
国
保
の
財
政
は
危
機
的
な
状
況

で
す
。こ
の
ま
ま
医
療
費
が
増
え
続
け
る
と
、そ
れ

を
補
う
た
め
に
保
険
料
の
額
が
上
が
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　健
診
を
受
け
な
か
っ
た
ら…

　西
原
町
に
お
け
る
特
定
健
診
の
受
診
率
は
、
平

成
23
年
度
は
約
35
％
と
、
国
が
定
め
て
い
る
基
準

の
65
％
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
ま
す
。

　未
受
診
者
は
、
病
気
や
体
の
異
変
に
気
付
く
機

会
が
な
い
た
め
、
食
事
や
生
活
習
慣
の
乱
れ
を
見

直
す
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
い
つ
の
間

に
か
病
気
が
進
行
し
て
い
る
の
で
す
。

　

｢

忙
し
く
て
暇
が
な
い｣

と
い
う
人
。
重
症
化
し

て
か
ら
の
治
療
と
な
っ
て
し
ま
い
、
仕
事
を
休
む

な
ど
し
て
ま
す
ま
す
周
囲
に
迷
惑
が
か
か
り
ま

す
。｢

自
分
は
健
康
だ
か
ら
大
丈
夫｣

と
い
う
人
の

中
に
、生
活
習
慣
病
の
予
備
群
は
潜
ん
で
い
ま
す
。

わ
ず
か
な
異
常
が
後
に
深
刻
な
状
況
を
生
む
の
で

す
。
通
院
し
て
い
る
人
も
、
受
診
が
必
要
で
す
。
通

院
し
て
い
て
も
採
血
や
尿
検
査
を
行
わ
な
い
こ
と

も
あ
り
、
体
の
異
変
を
見
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　未
受
診
者
で
病
気
が
発
覚
し
た
と
き
に
は
、
重

症
化
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
な
る
と
時
間

や
費
用
の
負
担
が
大
き
く
な
り
ま
す
。｢

も
っ
と
早

く
分
か
っ
て
い
れ
ば｣

み
ん
な
、そ
う
口
を
揃
え
て

言
う
の
で
す
。

　健
診
を
受
け
た
ら
♪

　特
定
健
診
を
受
診
す
る
こ
と
で
、

① 

さ
ま
ざ
ま
な
検
査
を
通
じ
て
体
の
状
態
が
分

か
り
ま
す
。

② 

体
の
異
常
が
早
く
発
見
で
き
、早
期
の
対
処
が

で
き
ま
す
。

③ 

毎
年
続
け
て
受
診
す
る
こ
と
で
、体
の
変
化
が

分
か
り
ま
す
。

　年
に
１
度
、
体
を
気
遣
っ
て
健
診
を
受
け
る
こ

と
が
将
来
の
健
や
か
な
生
活
に
繋
が
る
の
で
す
。

　西
原
町
が
み
な
さ
ん
の
健
康
を
応
援

　西
原
町
で
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
が
健
診

を
受
け
、
健
や
か
な
生
活
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
考

え
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、各
地
域
の
公
民
館
な
ど
に

出
向
い
て
集
団
健
診
を
実
施
し
て
お
り
、
み
な
さ

ん
が
健
診
を
受
け
や
す
い
環
境
を
作
っ
て
い
ま

す
。さ
ら
に
20
代
・
30
代
健
診
や
が
ん
検
診
な
ど
も

役
場
が
補
助
す
る
の
で
安
く
受
診
で
き
ま
す
。

　ま
た
西
原
町
で
は
、
健
診
結
果
を
も
と
に
保
健

師
や
栄
養
士
が
結
果
の
説
明
や
生
活
改
善
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
（
特
定
保
健
指
導
）
。
難
し

い
単
語
や
数
値
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
の

で
、
結
果
の
意
味
を
理
解
し
た
上
で
生
活
改
善
を

図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　残
り
、３
回
！

　ま
だ
ま
だ
西
原
町
に
は
未
受
診
者
が
た
く
さ
ん

い
ま
す
。
さ
ぁ
、
自
分
の
た
め
、
周
り
の
人
た
ち
の

た
め
、将
来
の
た
め
、健
診
を
受
け
て
自
分
の
体
を

知
り
、
健
康
な
暮
ら
し
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、周
り
に
ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
方
が
い
た
ら
、

お
誘
い
し
ま
し
ょ
う
。
み
ん
な
が
声
を
掛
け
合
っ

て
、健
や
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　西
原
町
で
実
施
さ
れ
る
特
定
健
診
の
う
ち
、
役

場
が
実
施
す
る
集
団
健
診
は
残
り
３
回
で
す
。
お

忘
れ
な
く
。

【
日
程
】８
月
19
日(

日)

／ 

11
月
４
日
／(

日) 

12
月

16
日(

日)

【
場
所
】西
原
町
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
40
歳
以
上
の
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加

入
者
は
、特
定
健
診
の
自
己
負
担
額
が
無
料
で
す
。

そ
れ
以
外
の
保
険
加
入
者
は
、
加
入
す
る
保
険
者

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
け
よ
う
、健
診
。防
ご
う
、生
活
習
慣
病
。目
指
せ
、健
や
か
な
ま
ち
づ
く
り
！

受
け
よ
う
、健
診
。防
ご
う
、生
活
習
慣
病
。目
指
せ
、健
や
か
な
ま
ち
づ
く
り
！

＜特集＞特定健診

　健診について詳しいことは4月に郵送した｢平成

24年度西原町の健診総合ガイド｣をご参照くださ

い。不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】 福祉部健康推進課保健予防係

☎945-4791
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西原町職員採用候補者試験実施要綱西原町職員採用候補者試験実施要綱

1．職種、採
用人員及び
受験資格

職種区分 採用人員 資　　　　　　　　　格

職
務
事
般
一

初級Ａ 若干名

上級 B 若干名

保育士・
幼稚園教諭職Ｃ

若干名

現業職Ｄ 若干名

2．欠格事項 地方公務員法第 16 条に該当するものは受験できません。

3．試験

4．日時及び
場所等

5．受付期間
及び申込方
法

6．最終合格
者の取扱い

【お問い合わせ】総務部総務課職員係　TEL098-945-5011（内線 114、115）
　　　　　　　 西原町ホームページ http://www.town.nishihara.okinawa.jp

25

第一次 

① 一般事務職初級        筆記試験（教養試験 2 時間、事務適性検査 10 分） 

② 一般事務職上級        筆記試験（教養試験 2 時間、専門試験 2 時間） 

③ 保育士・幼稚園教諭職、     筆記試験（教養試験 2 時間、専門試験 1 時間30 分） 

③ 現業職            筆記試験（教養試験※英語出題無 1時間 30 分、労務適性検査 55 分） 

第二次 

第一次試験の合格者について次のとおり行う。  

① 一般事務職、（作文、個別面接及び集団討論）  

② 保育士・幼稚園教諭職 （個別面接及び実技試験）  

③ 現業職 （個別面接）  

区分 試験日時 試験会場 合格発表 合格発表の方法 その他 

一次 

試験 

平成24 年 

9 月16 日（日） 

受付 9：10～9：40 

開始 10：00 

沖縄キリス

ト教学院大

学・短期大学

   （南棟）

 

二次 

試験 

平成24 年 

10 月下旬を予定 

町立保育所

及び町立図

書館 

 

 

 

 
　最終合格者は採用候補者名簿に登載され、任命権者がその名簿の中から採用者を決定します。採用候補者名簿登載者

の数は、年間の採用予定数に採用を辞退する数を考慮して決定するため、採用数を上回る登載者となり、名簿登載され

ても採用にならないことがあります。

　採用候補者名簿の有効期限は、原則として平成 26 年 3 月 31 日までとします。 

　合格者で、平成 25 年 3 月 31 日までに資格・免許等の資格要件が満たない場合は、採用しません。

 

① 学歴　学校教育法による高等学校卒業又は短期大学卒業者（平成 25 年 3 月卒業見込

含む）若しくはこれと同等と認められる者

② 年齢　昭和 58 年 4 月 2 日以降生まれの者

③ 住所要件　平成 24 年 6 月 16 日以前に西原町に住民登録され、引き続き住所を有す

る者。（就学等のため一時的に町外に転出した者を含む） 

① 学歴　保育士資格取得者かつ幼稚園教諭免許取得者（平成25年3月末までに取得見込

みを含む）

② 年齢　昭和 52 年 4 月 2 日以降生まれの者

③ 住所要件　平成 24 年 6 月 16 日以前に西原町に住民登録され、引き続き住所を有す

る者。（就学等のため一時的に町外に転出した者を含む） 

① 調理師免許取得者（平成25年3月末までに取得見込みを含む）で、中型運転免許又は

平成 19 年 6 月 1 日以前普通運転免許取得者（いずれもAT限定の免許取得者は除く）

② 年齢 昭和 47 年 4 月 2 日以降生まれの者

③ 住所要件 平成 24 年 6 月 16 日以前に西原町に住所が登録され、引き続き住所を有す

る者（就学等のため一時的に町外に転出した者を含む）

① 学歴　学校教育法による 4 年制大学卒業者（平成 25 年 3 月卒業見込含む）若しくは

これと同等と認められる者

② 年齢　昭和 55 年 4 月 2 日以降生まれの者

③ 住所要件　平成 24 年 6 月 16 日以前に西原町に住民登録され、引き続き住所を有す

る者。（就学等のため一時的に町外に転出した者を含む）

町役場掲示板及び

町ホームページに

受験番号を掲示す

るほか、合格者に

通知します。

平成24年10月上旬予定

※第一次試験日が変更に

なった場合はその限りで

はない。 

平成24年11月中旬予定

※第一次試験日が変更に

なった場合はその限りで

はない。 

当日台風が襲来し暴風

警報が発令され、午前

9時現在でバスが運行

停止した場合は10月14

日（日）に延期します。

日時、試験会場につい

ては、第一次試験合格

者あて通知します。

町役場掲示板及び

町ホームページに

受験番号を掲示す

るほか、合格者に

通知します。

受付期間 平成 2 4年 8 月 6 日（月）～ 平成 24 年 8 月 17 日（金）午前 9時～午後 5時 15 分（土日を除く）

申込方法 所定の申込書、所定の履歴書・自己紹介書、長形３号封筒（住所・氏名・郵便番号を記入の上、80円切手を

貼ったもの）を総務部総務課へ提出してください。   ※ 郵送での受付は原則認めませんのでご了承ください。
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　６月６日に西原町人材育成会（上間明会長）平成24年度学資貸与決定通知
の交付式が行われ、新たに就学する９名が町人材育成会から学資貸与を受け
ることとなりました。

【お問い合わせ】　西原町人材育成会（西原町教育委員会内）
〒903-0220　西原町字嘉手苅 112 番地　☎945-3655（担当：熊本）

【お問い合わせ】　町中央公民館　☎945-3657

○ 学資貸与事業
　 西原町の発展に寄与する人材の育成を目的とし、優秀で経済的理由により就学困難な学生に対して、学資を無利
子で貸与しています。
（現在までの貸与者数）
219名の方が人材育成会の学資貸与を受けて就学しています。

○ 県外派遣助成事業
　 西原町の児童生徒が県大会等で優秀な成績を収め、体育的行事及び文化的活動に参加するため県外大会に派遣
される場合に、その経費の一部を助成しています。
（平成23年度実績）
坂田小学校（空手、バドミントン、ソフトテニス、フットサル）・西原小学校（なぎなた、合唱、バレーボール、ソフトテニス）
西原東小学校（バレーボール）・西原南小学校（バドミントン、なぎなた）
西原中学校（陸上、バドミントン、水泳、バレーボール、インドアテニス、バレーボール、ソフトテニス）
西原東中学校（水泳、なぎなた、テニス、ソフトテニス、バレーボール、インドアソフトテニス）・琉球大学附属中学校（テニス）
西原高等学校（バレーボール、バスケットボール、マーチング）・知念高等学校（なぎなた）

　西原町人材育成会では、趣旨に賛同してくださる町民や企業等のみなさまからの寄附金を随時、募集していま
す。みなさまのご協力よろしくお願いします。
※人材育成会への指定寄附金は、所得税・住民税の控除、法人税の損金算入の対象になります。

（平成23年度寄附者）
美厚造園土木・西原町電設会・株式会社濱設計・株式会社金秀本社・西原町管工事協同組合
西原町建設協力会・新中糖産業株式会社・金秀鋼材株式会社・西原町人会（ホノルル・ハワイ在）
西原町人会（アルゼンチン在）・西原町建設協力会・株式会社沖縄計測・西原町産業通り会
東洋コンクリート株式会社・沖縄県馬術連盟等　
        みなさまのご厚意に感謝申し上げます。

ミシン譲ってください
　町中央公民館では生涯学習の一環として、さまざまな講座を実施しています。このたび新規の講座として、
着なくなった衣服などをリメイクする講座を開始することにしています。
　しかし、講座に使用するミシンが足りなくて対応に困っています。みなさんの
ご家庭で使用していないミシンがあれば、ぜひ譲ってください。

おうちで眠っているミシン、
ありませんか？？ミシン譲ってください

西原町人材育成会からのお知らせ
学資貸与決定通知交付式が行われました。

人材育成会ではこんな事業を行っています。

寄附金の募集について
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　その他の活動として、各種サークル等の開催や青年会、婦人会、老人クラブなどの活動サポート、民生・児童委員と
の連携活動、町が実施する各種大会や式典への参加協力も行っています。

　自治会は、そこに住む住民が相互に協力・交流を図りながら親睦を深め、地域を良くしていこうという住民総意に
より結成された団体です。西原町では32行政区すべてに自治会が組織されており、各自治会が自主活動を通して地
域の連帯感を高め、住みよい環境をつくっていくために公的機関との連携も図りながら幅広く活動しています。
　ここでは自治会の紹介を行うとともに、取り組まれている活動についてお知らせします。

自治会に関するお問い合わせ　総務部 総務課　☎945-5011（内線 112）

【各自治会の公民館・集会所について】
幸地公民館  字幸地 202 ☎944-7088
幸地ハイツ自治会事務所 字幸地 996－1
棚原公民館  字棚原 67  ☎946-4766
徳佐田公民館  字徳佐田 43
森川コミュニティセンター 字棚原 581－１
千原自治会  ※総務部総務課へご確認ください。
上原自治会コミュニティセンター 字上原 245－2 ☎944-4027
翁長公民館  字翁長 132 ☎944-3231
坂田ハイツ自治会会館 字翁長 468 ☎946-5332
呉屋区自治会コミュニティセンター 字呉屋 56－1 ☎945-6211
津花波農村集落総合管理施設 字津花波 23 ☎944-2878
西原台団地自治会事務所　  　字小橋川 266－4
小橋川公民館  字小橋川 26 ☎945-8375
内間公民館  字内間 29  ☎946-4647
県営内間団地自治会事務所 字内間 411－2 ☎946-4804
掛保久公民館  字掛保久 29 ☎944-0604

嘉手苅公民館  字嘉手苅 68
小那覇公民館  字小那覇 397 ☎946-0748
平園公民館  字与那城 300 ☎944-3030
兼久公民館  字兼久 1  ☎946-4921
与那城区事務所  字与那城 11
美咲公民館  字我謝 241－3
我謝公民館  字我謝 463－1 ☎946-9051
西原ハイツ自治会集会所 字安室 199－15
安室自治公民館   字安室 61
桃原構造改善センター 字桃原 59－1
池田自治会事務所  字池田 79  ☎945-4668
小波津集落センター 字小波津 90 ☎945-8942
小波津団地ふれあいセンター 字小波津 233-126 ☎946-4822
県営西原団地自治会集会所 字小波津 44
幸地高層住宅自治会事務所 字幸地 981 ☎946-4725
坂田高層住宅自治会事務所 字幸地 146－1 ☎946-5151

　地域の安全を守るため、交通安全の街頭指導や青少
年健全育成における夜間パトロールへの参加。防犯灯
設置における行政への要望等も行っています。

　活動の場となる集会所の運営・管理、児童公園や拝
所の清掃など、区民のみなさんが施設を利用しやすい
よう環境整備の活動を行っています。　

　住民相互の連絡・盆踊り・敬老会等の開催や、いいあん
べー事業（デイサービス）などを取りいれるなどしてい
ます。また、各種募金の取りまとめも行っています。

　町広報紙の配布や関係機関からのポスター掲示・各
種広報物の配布への協力などを行っています。
　また、マイク放送を利用した周知も行っています。

町内の行政区自治会を紹介します町内の行政区自治会を紹介します
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～ 平成24年度の自治会長です！よろしくお願いします ～～ 平成24年度の自治会長です！よろしくお願いします ～

幸地自治会
仲宗根 弘一

千原自治会
石原 昌信

津花波自治会
与儀 清一

掛保久自治会
長嶺 徳三

与那城自治会
宮平 博好

桃原自治会
喜屋武 良規

県営幸地高層住宅自治会
宮城 照次

幸地ハイツ自治会
仲程 武

上原自治会
安里 昌敏

西原台団地自治会
平良 秀子

嘉手苅自治会
宮平 勇

美咲自治会
屋比久 満

池田自治会
喜屋武 光廣

県営坂田高層住宅自治会
宮城 良三

棚原自治会
宮里 盛市

翁長自治会
比嘉 安子

小橋川自治会
宮城 恵美子

小那覇自治会
新川 勝夫

我謝自治会
小橋川 﨣

小波津自治会
糸数 榮吉

徳佐田自治会
平良 ヨシ子

坂田自治会
伊川 幸子

内間自治会
宮城 和子

平園自治会
新田 宗信

西原ハイツ自治会
山里 勝也

小波津団地自治会
國吉 清昂

森川自治会
島袋 成喜

呉屋自治会
呉屋 弘子

県営内間団地自治会
仲松 進

兼久自治会
宮平 良信

安室自治会
與那城 幸清

県営西原団地自治会
砂川 久幸

　自治会は地域の安全、福利厚生、環境整備など地域全体の共通課題
を解決する場であり、心のふれあう場です。
　町においても住民の意思や要望等を町政に反映させる重要な役目を
担っています。あなたも自治会に加入しませんか。（住んでいる自治
会へご連絡ください。）

自治会に加入しませんか？自治会に加入しませんか？
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　町議会議員に欠員が生じたため、公職選挙法第113条第3項第3号の規定に基づき「西原町議会議員補欠選挙」
を任期満了に伴う「西原町長選挙」と同時執行しますのでお知らせします。なお、立候補予定者説明会の日時につ
いては、下記のとおりです。

【西原町長、町議会議員補欠選挙】
　告示日　：　平成24年  9月 4日（火）
　投票日　：　平成24年  9月 9日（日）

【立候補予定者説明会】（関係者２名以内）
　期　日　：　平成24年  8月10日（金）
　時　間　：　午後２時～
　　　　　　  ※立候補予定者説明会は、両選挙とも同時に行います。
　場　所　：　西原町役場　２階大会議室

西原町長、町議会議員補欠選挙について（お知らせ）

【お問い合わせ】　西原町選挙管理委員会　明るい選挙推進協議会　☎945-5011（内 112）

熱中症を予防して、快適な夏を！保健師
だより 熱中症を予防して、快適な夏を！熱中症を予防して、快適な夏を！

　沖縄は夏本番。熱中症に注意が必要です。
　熱中症は、１日のうちで午後２時から５時の間の発症が多いため、日差しが強く、気温も高い時は戸
外での活動をできるだけ控えたり、外出時にはこまめに水分を摂る等の予防を心掛けましょう。

　熱中症予防で“水分と一緒に塩分を”といっても、いつも塩を持って出掛ける人はあまりいないですよね。そこ
で、塩分に変わる予防アイテムや、簡単にできる予防対策をご紹介します。

・ スポーツドリンク
　熱中症になった時は、横になっても飲めるような
パックタイプがお勧めです。

・塩分が含まれている飴
・黒糖
・乾燥梅干

※ スポーツドリンク・飴だけではなく、水分（水・麦茶など）を、のどが渇く前に、こまめに摂る
ことが大切です。

帽子をかぶる

水分・塩分を
こまめに摂る

影・涼しい場所

薄着

予防対策 予防アイテム

熱中症にならないために…予防対策

熱中症の症状と、その対策

とても
  重症

軽症

重症

・頭痛
・吐く、吐き気
・体がだるい

・意識が無い
・けいれん
・高熱
・真っ直ぐ歩けない

・めまい
・立ちくらみ
・足がつる
・顔色が悪い

あおいで
体を

冷やす

涼しい場所へ

水
分
補
給

わきの下・太ももの付け根を冷やす

症 状 対　策
水
分
が
摂
れ
な
い
、
症
状
が
改
善
し
な
け
れ
ば

早
め
に
病
院
へ
！
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　平成24年度 町・県民税 ２期分の納期限は、8月31日（金）です。
　納め忘れのないよう、よろしくお願いします。
　町税の支払いは、納め忘れのない口座振替が便利です。口座振替の申請書は、町内各金融機関
か総務部税務課の窓口にあります。必要事項を記入の上、口座開設先支店に提出してください。
　● 町・県民税は、前年の所得に対して課税される税です。
　● 延滞金の加算は、法定納期限内に納めた納税者との公平性を保つためのペナルティーです。
　● 滞納が続きますと、預金差押等滞納処分を行う場合があります。
※ 当初納付書と督促状等で同一期の税金を、重複払いするケースが発生しています。納期限
を過ぎて支払う際は注意しましょう。また、領収書等はまとめて控えてください。

・災害時に自分の力だけでは避難等に不安のある方（要援護者）が、避難を支援していただく方（支援者）と一緒
に登録し、災害のときに活用します。

　・対象者はおおむね次の方です。
① 身体障害手帳の交付を受けている方
② 療育手帳の交付を受けている方
③ 70歳以上の高齢者のみの世帯の方
④ 介護保険の要介護認定を受けている方
⑤ 認知症高齢者
※ ①～⑤に該当しない方でも、災害時の避難に不安のある方は申請することで、災害時要援護者として登録す
ることができます。 

① 申し込み書の提出が必要です。
② 「地域支援者」を決めていただきます。
・「地域支援者」とは、要援護者の方の普段からの見守りや、災害時に一緒に避難したり、安否確認などの支援をしていただ
く方です。そのため、隣近所の方々にお願いするのが理想です。登録の際には｢地域支援者｣が必要となりますので、相談
のあった場合はご協力お願いします。

※ 地域支援者になったからといって、決して責任を伴うものではありません。日頃からよい近所付き合いを心
がけていただき、できる範囲内での支援をお願いするものです。

※ 地域支援者を決定することが難しい場合は、福祉部福祉課もしくは地域の民生委員・自治
会長にご相談ください。

平成 24年度各町税目の納期

町県民税

固定資産税

軽自動車税

7月2日

5月31日

5月31日

8月31日

7月31日

10月31日

12月25日

平成25年1月31日

平成25年2月28日

町・県民税（２期分）は
8月31日（金）が
納期限です
税目 納期 第一期 第二期 第三期 第四期

【お問い合わせ】総務部税務課　徴収・収納係　☎945－4729

【お問い合わせ】　福祉部福祉課　社会福祉係　☎945-5311　FAX  944-6551

8月31日

災害時要援護者台帳に
登録しましょう！
● 災害時要援護者台帳とは？

● 登録を希望する方は・・・



11 No.486 H24.8.1広報にしはら 10No.486 H24.8.1 広報にしはら

　ソフトテニスの第19回宮城勉杯大会が、5月19日に沖
縄県総合運動公園で開催され、経験者の部で坂田キッズ
の真栄城百夏・金城杏樹組が優勝、仲原梨花・平良涼奈(す
べて坂田小6年)組が準優勝し、1位2位を坂田小の児童が
独占しました。この結果、両ペアは九州大会(熊本県)と全
国大会(島根県)に出場することが決まりました。
　出場を前に、チー
ムを代表して真栄
城さんが｢九州･全
国で結果を残せる
よう、ペアと協力し
て全力でプレーし
たい。｣と抱負を語
りました。

テニスを通じて男女共同参画を目指す
西原町長杯さわふじミックスダブルステニス大会

　テニスを通して男女が
共通の目標に向かって協
力し、対等な協力関係の構
築を図ることを目的に｢第
7回西原町長杯さわふじ
ミックスダブルステニス
大会｣（町テニス協会主催）

海外短期留学のため、
中学生10名へ助成金を交付

　教育･文化･歴史･産業等の視察学習やホームステイ等の
活動を通して国際性を身につけることなどを目的に、中学
生をハワイに派遣する｢平成24年度西原町中学生海外短
期留学｣の助成金交付式が、6月28日に町役場会議室で行
われました。助成金は、町から8名、NPO法人西原町人つく
り支援の会から2名の計10名に対して交付されました。
　交付式で上間明町長は｢英語の学習はもちろん、文化交
流を通じて視野を広げてください。｣と激励しました。ま
た、留学に向けて生徒たちは｢自分の英語がどこまで通用
するか試したい｣｢現地の人と友だちになりたい｣ などの
抱負を語りました。
　生徒たちは、7月
23日から8月5日の
日程でホノルル近郊
を訪問。各地で視察
学習やホームステ
イ、現地の青少年と
の交流などのプログ
ラムを体験します。

文教のまち学園開校！
　幅広い交流や新たな知識などを通して、健康で生きが
いのある毎日を送ることを目的に｢平成24年度高齢者学
級文教のまち学園｣が開講し、7月10日に開講式と第1回
の講座が行われました。
　第1回講座には、約60名が参加。ドイツの国立音楽大学
を卒業し、県内外で多くのコンサートに出演している平
山留美子さんが出演し｢夏に歌う～宮良長包の世界～｣と
題したコンサートが行われました。平山さんは宮良長包
の作曲した｢えんどうの花｣などを披露し、美しい歌声を
響かせていました。
　文教のまち学園は今回を皮切りに、11月まで全10回の
講座で琉歌や三線、文化財などさまざまなテーマの講演

やバスツアーなど
のプログラムが予
定されています。

【「文教のまち学園」
に関するお問い合
わせは町中央公民
館☎945-3657】

夏に向けて、パレードで節水の呼びかけ
　水道に対する理解と関心を高め、水資源の大切さと節
水を呼びかけることを目的に、町上下水道課と町管工事
協同組合(呉屋信秀理事長)が合同で、６月1日に節水パ
レードを実施しました。
　パレードの出発式では上間明町長が｢おいしい水の安
定供給のためにも、これからの夏に向けて節水を呼びか
けるのは重要。｣と激励しました。

県産品の積極的な活用を！要請団が来町
　県産品に対する理解と需要の拡大を図り、地域経済社
会の発展を図ることを目的に｢県産品奨励キャンペーン
｣の要請行動団が、7月6日に町役場を訪問し、県産品の優
先使用についての要請を行いました。
　要請には町内所在の3社を含む23の事業所が参加。公
共工事における県産品や県産リサイクル品の優先使用
や、町民への理解を求めました。
　対応した城間正一副町長は｢地域特性を活かした県産
品は県内外で需
要が高まってい
る。地場産業の振
興、雇用の創出な
どに繋がるよう、
町全体で県産品
の愛用に努めた
い。｣とあいさつ
しました。

西原高校がインターハイ県予選で躍動！
　6月2日から4日間の日程で開催された、平成24年度沖
縄県総合体育大会の女子バスケットボール競技で、西原
高校が見事に優勝。さらに6月16、17日に開催された全九
州高校総体でも優勝し、九州チャンピオンに輝きました。
　またバレーボールでは、沖縄県総合体育大会において
男女アベックで優勝。男女ともに実力を発揮し、1セット
も落とさない優勝でした。
　それぞれの大会は全国高校総体（インターハイ）の県予
選となっているため、西原高校はバスケットボールとバ
レーボールの各競技で8月に富山県で開催される全国大
会に出場します。全国大会を前に町役場を訪れた選手た
ちは、全国での上位進出を力強く誓いました。

マリンパークでビーチバレーの熱戦展開
　｢第24回ビーチバレーOKINAWA2012｣(沖縄県バレー
ボール協会主催、西原町･同教育委員会･同体育協会後援)
が、7月1日に西原きらきらビーチで開催されました。
　大会には2人制一般男子･女子の部など6部門が行わ
れ、91チームが参加。灼熱の太陽のもと、各コートでは熱
戦が展開され、バレーボールのまち西原での大会を盛り
上げました。

まちの話題まちの話題まちの話題
西原高校がインターハイ県予選で躍動！

マリンパークでビーチバレーの熱戦展開
テニスを通じて男女共同参画を目指す
西原町長杯さわふじミックスダブルステニス大会

當眞さん、仲宗根さん、人権擁護委員に就任
　憲法に定められている基本的人権の擁護と自由人権思想の普及啓発を目的と
する人権擁護委員の委嘱状伝達式が、7月2日に町役場で行われ、2名の委員に委
嘱されました。
　委嘱されたのは當眞信子さんと仲宗根好美さん。當眞さんは再任、仲宗根さん
は今回新しく委員に就任しました。西原町では現在、安里政雄さんと知花正さん
が活動しており、今回で本町の人権擁護委員は4人となりました。
　委嘱を受けて當眞さんは｢社会の中では、みんな苦しみながら耐えながらがん
ばっている。そんな方の励みになりたい。｣と語り、新任の仲宗根さんは｢思いやり
を持って、それぞれの立場に立ちながら進んでいきたい。｣と決意を述べました。

當眞さん、仲宗根さん、人権擁護委員に就任

坂田キッズ、ソフトテニスで上位独占！海外短期留学のため、
中学生10名へ助成金を交付

文教のまち学園開校！

夏に向けて、パレードで節水の呼びかけ

県産品の積極的な活用を！要請団が来町

西原郵便局が
｢沖縄復帰40周年記念切手｣を寄贈

　沖縄の本土復帰から今年で40年を迎えたことを記念
して「沖縄復帰40周年記念」切手シートを作成したこと
を受け、西原郵便局が切手シートを寄贈しました。
　切手シートは県内郵便局で発売され、1000シートが
即日完売したとのこと。寄贈にあたって、安里智紀局長

は｢節目の記念
となる商品なの
で、西原町で活
用してもらえれ
ば。今後も地元
の西原町と連携
していきたい。｣
と語りました。

西原郵便局が
｢沖縄復帰40周年記念切手｣を寄贈

坂田キッズ、ソフトテニスで上位独占！

が、6月24日に西原町営テニ
スコートで開催されました。
　大会には16チームが参加。
男女がペアを組むミックスダ
ブルス競技に参加し、互いに
フォローしあいながらプレー
しました。
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3町村

広 域

与那原
西原
中城

与那原
西原
中城

　与那原・西原・中城ファミリーサポートセンターのサポート会員を対象にしたスキルアップ研修会が 6 月
22 日、西原町中央公民館で開催されました。
　研修会には、３町村や近隣のサポート会員やおねがい会員 21 人が参加しました。中城村教育相談員の慶
田城百合子氏を講師に迎え「お母さんと子どもへ　寄り添った言葉かけ勇気づけ」と題した講演が行われま
した。慶田城氏は、教育相談員としての不登校児童･生徒や保護者との関わりから具体的な事例を挙げ、ど
うコミュニケーションを取り、相手の気持ちを受け入れてやる気にさせるかに触れ「相手に寄り添う事でよ
りよい人間関係が持てる」と話しました。
　参加した会員からは、「援助活動だけではなく、家庭・職場などあらゆる場で生かしていきたい。」と感想
を話していました。

　送迎サポートの依頼が増えているため、チャイルドシートやジュニアシートが足りません。
提供してくださる方がいましたら、センターまでご連絡ください。

◇ 第一回 スキルアップ研修会 ◇

子育てサポーター養成講座
ねらい：子育ての応援したい方が活動できるように、子育てサポーターを育成すること

☆日時：10月2日(火)・3日(水)・11日(木)・12日(金)計4日間 9:00～17:00(予定)

☆会場：与那原町コミュニティーセンター（与那原町与那原712番地）

☆内容：保育の心、こどもの心の発達、こどもの健康と病気、小児看護、保育サポーターの心構え･･･等

☆受講料・テキスト代：無料

☆対象：心身ともに健康で、全日程を受講し、受講後に子育て支援活動を行える方

☆定員：30名

☆募集締切： 9月25日(火)（定員に達し次第、締め切ります）

☆託児：事前にお申込みください。

☆持参する物：お弁当，マイコップ，筆記用具， ＊当日は軽装でお越しください＊

申込先：与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター
与那原町東浜 78-5 ディアフラッツ東浜 101

TEL 098-988-1914
主催：公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会   後援：与那原町・西原町・中城村

子育てサポーター養成講座
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お問い合わせ　福祉部福祉課　子育て支援係　　☎945-5311（内 127）

○ 受付日程　　　（詳細は文書にて通知します。）
受　付　期　間 場　　所 受　付　時　間

特別児童扶養手当 8月　13日（月）～ 8月14日（火） 西原町役場
第５庁舎会議室

  9：00～　11：00
13：30 ～　16：30児童扶養手当 8月15日（水）～ 8月 21日（火）

　※上記２つとも該当している方は、8月 13日～ 21日の期間で同時に届出ができます。
　※上記期間が困難な方は、事前にご連絡ください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の「現況届」について児童扶養手当・特別児童扶養手当の「現況届」について

8月保健事業日程
8/2

8/6

8/8

8/9

8/14

8/15

8/16

8/19

8/23

8/27

9/6

9/11

木

月

水

木

火

水

木

日

木

月

木

火

DT

子宮頸がん・乳がん検診

ベビースクールⅠ

1歳半健診

あがりティーダウォーキングナイト

ベビースクールⅡ

3歳児健診

住民健診

ベビースクールⅢ

BCG

2歳児歯科健診

あがりティーダウォーキングナイト

小学校6年生

   

Ｈ24 .2 .3 .～H24 .4 .4生まれ

H22.12 .6～H23.1 .6生まれ

関心のある方

Ｈ24.2 .3 .～H24 .4 .4生まれ

H21.3 .16～H21.4 .21生まれ

未受診者 

Ｈ24.2 .3 .～H24 .4 .4生まれ

３ヶ月 ～６ヶ月未満

H22.3 .3  ～H22 .6 .2生まれ

関心のある方

月日 曜日 事　業　名

社会福祉センター

社会福祉センター

中央公民館

社会福祉センター

町陸上競技場

社会福祉センター

社会福祉センター

社会福祉センター

坂田児童館

沖縄県総合保健協会

社会福祉センター

町陸上競技場

実 施 場 所 受 付 時 間

大広間

大広間

調理・和室

大広間

大広間

大広間

大広間

プレイルーム

大広間

14：00～15：00

13：30～14：30

13：30～ 

13：30～14：15

19：00～

13：30～ 

13：30～14：15

  8：00～10：00

10：00～ 

15：30～16：00

13：30～15：00

19：00～

使　用　室対　象　者

子宮頸がん：20歳以上の方
乳がん：40歳以上で事前申込みをされた方

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給中の方は、受給資格確認のため「現況届（特別児

童扶養手当については「所得状況届」）」の提出が必要です。この届出がない場合、８月以降

の手当て（12月支給）が受けられなくなりますので必ず期限内に届出してください。また、提

出せずに２年を経過すると、時効で手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。

「母子及び父子家庭等医療費助成」の現況届も同時に行います。

○ 持参するもの　

　①「現況届」または「所得状況届」の通知文書　　②印鑑（シャチハタ印は不可）　　③（特別）児童扶養手当証書

　④　その他書類　　

　　　　　・「平成 24年度児童扶養手当用所得証明書」　　　

　　　（受給者及び 18歳以上の同居の方で、平成24年 1月 2日以降に西原町に転入した方のみ）　　　　　　

　　　・子どもの「住民票謄本（特別※）」（別居している子どもがいる場合）

　　　　※世帯主、続柄、本籍、筆頭者などのすべての事項が記載されている住民票謄本

　　 ・民生委員諸確認書（必要な方のみ書類送付。確認印をもらってください。）

※詳しくは対象者に送付する現況届の通知をご覧ください。



14No.486 H24.8.1 広報にしはら

「限度額適用・標準負担減額認定証」の切り替えについて

西原町禁煙教室参加者募集 !

国保加入者の方はこちら

後期高齢医療保険加入者の方はこちら

　現在お持ちの「限度額適用・標準負担減額認定証」の有効期限は、平成 24 年 7 月 31 日までとなっています。福祉部健康推
進課で切り替えを行っていますので、必要な方（入院中・もしくは外来で高額になる方）は8月31日までに手続きをお願いします。
※これまでは「限度額適用・標準負担額減額認定証」は入院のときのみ使用できましたが、平成 24 年 4 月からは外来でも使え
るようになりました。

☆申請時の条件☆
　・世帯全員が平成 24 年度町民税申告を行っている世帯の方　　
　　（平成24年1月2日以降に転入されてきた方は、前市町村から世帯主および国保加入者全員分の所得証明書をお持ちください。）
☆持ってくるもの☆
　① 国民健康保険証
　② 印鑑（シャチハタ不可）

　たばこをやめたいんだけど、自分ひとりではなかなかできない・・・きっかけがない・・・方法がわからない・・・
そんなあなたに耳寄りなお知らせ !!
　薬局や役場からのサポートを受けて、禁煙にチャレンジしてみませんか？禁煙教室では、禁煙のコツや禁
煙パッチの無料体験を用意しています。

★持ってくるもの★
　① 後期高齢者医療保険者証
　② 印鑑（認め可）
　     ※代理申請の方は、身分証もお持ちください。

☆該当する方☆
対　象　者 事前の手続き

70歳未満の方 福祉部健康推進課で『限度額適用認定証』の交付を申請してください。

福祉部健康推進課で『限度額適用認定証』の交付を申請してください。
70歳以上 75歳未満で
非課税世帯の方

対　象　者
75歳以上で非課税世帯の方
65歳以上 75歳未満で広域連合より認定を受けている方で、非課税世帯の方。

※70歳以上で課税世帯の方は必要ありません。

【お問い合わせ】　福祉部健康推進課　国保給付係　☎945-4791（内線 153）

【お問い合わせ】　福祉部健康推進課　後期高齢者医療係　☎945-4791（内線 152）

【お問い合わせ】　福祉部健康推進課　保健予防係　☎945-4791

医療保険証（桃色）は郵送で届きますが、
限度額認定証（紫色）は窓口での申請が必要となります。

西原町禁煙教室参加者募集 !

◆対象者

◆募集人数
◆募集期間
◆申込方法
◆参加費
◆実施時期・時間

西原町民で 20歳以上の方。 
喫煙者で禁煙したいと考えている方。 
10 名程度 
8 月末まで 
福祉部健康推進課の窓口もしくは電話にてお申込みください。 
無料 
平成 24年 9月～ 11月 ( 計 5回の教室を実施予定 )19：00～ 20：30

1 人ではたばこをやめるこ
とができなかった。
教室に参加してよかった。
(参加者体験談 )
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【お問い合わせ】 　浦添年金事務所　☎877-0511　福祉部福祉課年金係　☎945-5311

西原町指定給水装置工事事業者

後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始まります後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始まります
　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの４０年の間に国民年金保険料を納めていただくことで満額の老
齢基礎年金を受給することができます。
　しかしながら、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得などの届出忘れにより国民年金の資格期間
がない場合には、将来の年金受給額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなってしまうこと（保険料納付
や免除等の合計が25年（300月）未満の場合）があります。
　このような事態を避けるために昨年、法律が改正され、平成24年10月１日から、国民年金保険料の納めることがで
きる期間が過去２年から10年に延長となる後納制度が始まります。
１、平成14年10月分以降の納められなかった保険料を納めることができるようになります。ただし、すでに老齢基礎
年金の受給権をお持ちの方は納めることができません。ご注意ください。

２、後納保険料を納付できる期間は、平成24年10月１日から平成27年９月30日までの３年間です。
　後納保険料を納付するためには事前にお申し込みいただき審査させていただくことになります。審査の結果、後納
制度による納付をご利用いただけない場合があります。詳しくは、下記の「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近
くの年金事務所へお問い合わせください。

お問い合わせは『国民年金保険料専用ダイヤル』へ！

☎0570-011-050

年金相談の予約制のお知らせ
☆待ち時間の短縮 ☆プライバシーの保護

日本年金機構　浦添年金事務所

□ 予約申し込み方法
      年金相談のご予約は、相談希望日１ヵ月前からお電話又は年金相談窓口でお受けしています。
　　ご予約を受け付ける際には、『基礎年金番号』『相談者氏名』『電話番号』、『相談内容』等について確認します。
□ 予約時間帯
　   毎週月曜日～金曜日　8：30～11：30、14：00～16：30

□ 予約申し込み電話番号  ☎877－0733
　　※電話の受付時間は平日8：30～17：15 までです。 （土・日･祝日、12月29日～1月3日を除く）

年金相談の予約制のお知らせ

　年金相談にお越しの際は、年金手帳（基礎年金番号通知書）、年金証書、振込通知書などの他、相談者本人で
あることを確認できるものをご持参のうえ、予約時間までにお越しいただき総合相談窓口にお申し出くだ
さい。なお、代理の方がご相談に来られる際には、委任状が必要となります。



8
：
30
※
雨
天
決
行

【
開
催
場
所
】沖
縄
県
総
合
運
動
公
園
陸

上
競
技
場（
ス
タ
ー
ト
・
ゴ
ー
ル
）

【
種
目
】20
㎞ 

・ 

10
㎞ 

・ 

5
㎞ 

・ 

3
㎞

【
参
加
料
】

大
人
2
千
5
百
円
、小
人（
高
校
生
以

下
）1
千
5
百
円
、フ
ァ
ミ
リ
ー
親
子
の
部

（
小
学
生
以
下
の
親
子
ペ
ア
）3
千
円

 【
資
格
】保
健
師
資
格
ま
た
は
助
産
師
資

格
を
お
持
ち
の
方

【
勤
務
内
容
】母
子
保
健
業
務
・
地
区
訪
問

【
雇
用
期
間
】採
用
後
１
年
以
内

【
就
業
時
間
】月
曜
〜
金
曜
、８
：
30
〜
17
：
15

【
問
合
せ
】総
務
部
総
務
課
職
員
係

☎
9
4
5
・
5
0
1
1（
内
線
1
1
4
）

　
大
切
な
人
が
倒
れ
た
と
き
、あ
な
た
は
そ
の

人
を
救
え
ま
す
か
？
生
活
の
中
で
い
つ
起
こ
る

か
わ
か
ら
な
い
病
気
や
ケ
ガ
に
備
え
、応
急
手

当
の
方
法
を
学
び
ま
し
ょ
う
。

　
い
ざ
と
い
う
と
き
、あ
な
た
の
迅
速
な
１
１

９
番
通
報
と
救
命
処
置
で
、こ
の
大
切
な「
命

の
リ
レ
ー
」を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

【
日
時
】９
月
８
日（
土
）９
：
00
〜
18
：
00

【
場
所
】東
部
消
防
組
合
消
防
本
部
２
階
講
堂

【
対
象
】

１ 

東
部
消
防
組
合
管
内
に
住
所
を
有
す

る
者（
職
場
も
含
む
）

２ 

最
後
ま
で
講
習
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者（
中
学
生
以
上
）

【
募
集
定
員
】40
人

【
受
講
料
】無
料

【
申
込
方
法
】東
部
消
防
組
合
消
防
本
部

警
防
課
へ
、専
用
用
紙
で
直
接
申
込
み
と

な
り
ま
す
。

【
申
込
期
間
】８
月
６
日（
月
）〜
９
月
６

日（
木
）９
：
00
〜
16
：
30（
土
日
、祝
日
を

除
く
）定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

　
受
講
修
了
者
に
は
、「
上
級
救
命
講
習

修
了
証
」を
交
付
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】東
部
消
防
組
合
消
防
本
部
警
防
課

☎
9
4
6
・
9
9
9
9
　

F
A
X
8
8
9
・
7
6
0
1

　
民
間
開
発
予
定
地
等
の
調
査
を
行
い
、

不
発
弾
等
の
探
査
・
発
掘
箇
所
の
選
定
に

反
映
さ
せ
る
た
め
、不
発
弾
等
探
査
要
望

者
を
募
集
し
ま
す
。

【
対
象
箇
所
条
件
】

① 

探
査
予
定
面
積
が
1
0
0
㎡
を
超
え

る
こ
と

② 

地
主
及
び
小
作
人
が
不
発
弾
等
探

査
・
発
掘
に
同
意
し
て
い
る
こ
と

【
探
査
対
象
外
】

　
将
来
公
共
工
事
等
が
予
定
さ
れ
て
い
る

箇
所
や
急
傾
斜
地
等
の
探
査
難
渋
箇
所
、

付
近
に
住
居
等（
構
造
物
）が
存
在
し
探

査
実
施
に
影
響
が
あ
る
箇
所
等
。

　
予
算
の
範
囲
内
で
探
査
・
発
掘
作
業
を

実
施
す
る
為
、要
望
し
た
が
探
査
実
施
で

き
な
い
事
も
あ
り
ま
す
。

※ 

沖
縄
県
の
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る

為
、個
人
負
担
は一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
込
期
限
】8
月
24
日（
金
）

【
申
込
先
】総
務
部
総
務
課

☎
9
4
5
・
5
0
1
1

　
毎
年
、申
請
に
基
づ
い
て「
沖
縄
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
委
員
」の
選
挙
人
名
簿

が
作
成
さ
れ
ま
す
。（
漁
業
法
第
89
条
）

　
名
簿
へ
登
載
漏
れ
に
な
り
ま
す
と
た
と

え
選
挙
権
が
あ
っ
て
も
投
票
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。次
の
ど
れ
か
一つ
に
該
当
す

る
方
は
、必
ず
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．海
区
に
沿
う
市
町
村
内（
西
原
町
内
）

に
住
所
又
は
事
業
場
を
有
す
る
も
の

で
あ
っ
て
１
年
に
90
日
以
上
漁
船
を
使

用
す
る
漁
業
を
営
み
又
は
漁
業
者
の

た
め
に
漁
船
を
使
用
し
て
行
う
水
産

動
植
物
の
採
捕
も
し
く
は
養
殖
に
従

事
す
る
者
。（
法
人
含
む
）

２
．知
事
の
権
限
に
よ
っ
て
右
記
該
当
者
の

範
囲
を
拡
張
せ
ら
れ
た
者
。

３
．海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
、ま

た
は
漁
業
協
同
組
合
も
し
く
は
漁
業

協
同
組
合
連
合
会
の
役
員
で
あ
っ
て
そ

の
委
員
ま
た
は
役
員
に
就
任
後
、右
記

１
、２
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
た
め
選
挙

権
を
失
っ
た
者
。（
こ
の
場
合
に
該
当
す

る
者
は
委
員
ま
た
は
役
員
で
そ
の
任
期

中
及
び
退
任
後
最
初
に
行
わ
れ
る
選

挙
に
限
る
。）

【
申
請
の
現
在
日
】９
月
１
日

【
申
請
の
期
間
】９
月
１
日
〜
５
日

【
申
請
の
配
布
】西
原
町
選
挙
管
理
委
員

会（
総
務
課
内
）

☎
9
4
5
・
5
0
1
1（
内
1
1
2
）

　
海
の
救
助
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
海
難
救
助

に
係
る
物
品
や
活
動
資
金
に
あ
て
ら
れ
る

「
青
い
羽
根
募
金
活
動
」が
今
年
も
行
わ

れ
ま
す
。本
運
動
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】建
設
部
産
業
課
　

☎
9
4
5
・
4
5
4
0

　
森
林
法
改
正
に
よ
り
、平
成
24
年
４
月

以
降
で
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た

方
は
、市
町
村
長
へ
の
事
後
届
出
が
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

【
届
出
対
象
者
】個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、

売
買
や
相
続
等
に
よ
り
森
林
の
土
地
を

新
た
に
取
得
し
た
方
は
、面
積
に
関
わ
ら

ず
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。た

だ
し
、国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
土
地

売
買
契
約
の
届
出
を
提
出
し
て
い
る
方
は

対
象
外
で
す
。

【
届
出
期
間
】土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日

か
ら
90
日
以
内
に
、取
得
し
た
土
地
の
あ

る
市
町
村
の
長
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
届
出
事
項
】届
出
書
に
は
、届
出
者
と
前

所
有
者
の
住
所
氏
名
、所
有
者
と
な
っ
た

年
月
日
、所
有
権
移
転
の
原
因
、土
地
の

所
在
場
所
・
面
積
と
と
も
に
、土
地
の
用

途
等
を
記
載
し
ま
す
。添
付
書
類
と
し

て
、登
記
事
項
証
明
書（
写
し
も
可
）又
は

土
地
売
買
契
約
書
な
ど
権
利
を
取
得
し

た
こ
と
が
分
か
る
書
類
の
写
し
、土
地
の
位

置
を
示
す
図
面
が
必
要
で
す
。

【
問
合
せ
】建
設
部
産
業
課
　

☎
9
4
5
・
4
5
4
0

　
お
き
な
わ
マ
ラ
ソ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を

図
る
た
め
、デ
ザ
イ
ン
を
募
集
し
ま
す
。詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
応
募
先
】お
き
な
わ
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員

会
事
務
局（
持
参
ま
た
は
郵
送
）

〒
9
0
4 －

0
0
3
1
　
沖
縄
県
沖
縄

市
上
地
2 －

17 －

14

お
き
な
わ
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会

Ｔ
シ
ャ
ツ
デ
ザ
イ
ン
募
集
係

【
応
募
締
切
】8
月
31
日（
金
）17
：
00

（
郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効
）

【
大
会
期
日
】
11
月
18
日（
日
）開
会
式

上
級
救
命
講
習
の
ご
案
内

西
原
町
臨
時
職
員（
保
健
師
・
助
産
師
）

の
募
集
に
つ
い
て

第
23
回
中
部
ト
リ
ム
マ
ラ
ソ
ン
大
会

の
ご
案
内

沖
縄
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
人

名
簿
搭
載
申
請
に
つ
い
て

民
間
開
発
予
定
地
等
の
不
発
弾
等
探
査
の

要
望
者
募
集
に
つ
い
て

7
月
1
日
か
ら
8
月
31
日
ま
で
は

「
青
い
羽
根
募
金
運
動
強
化
月
間
」で
す

森
林
の
所
有
者
届
出
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

第
21
回
2
0
1
3
お
き
な
わ
マ
ラ
ソ
ン

「
参
加
記
念
Ｔ
シ
ャ
ツ
デ
ザ
イ
ン
」募
集

お
知
ら
せ
で
ー
び
る

お
知
ら
せ
で
ー
び
る

お
知
ら
せ
で
ー
び
る
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あ
る
が
ま
ま
の
子
育
て
体
験
を
通
し

て
、楽
し
さ
や
苦
し
さ
を
超
え
た
充
実
感
、

子
ど
も
と
の
生
活
で
感
じ
た
こ
と
な
ど
子

育
て
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
エッ
セ
ー
に

し
て
き
ま
せ
ん
か
。

【
応
募
期
限
】9
月
11
日（
火
）

【
問
合
せ
】（
財
）こ
ど
も
未
来
財
団
事
業

部
事
業
振
興
課
　

☎
0
3
・
6
4
0
2
・
4
8
2
3

http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/

　（
財
）日
本
遺
族
会
は「
戦
没
者
遺
児
に

よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」の
参
加
者
を

募
集
し
て
い
ま
す
。同
事
業
は
厚
生
労
働

省
か
ら
の
補
助
を
受
け
て
実
施
し
て
お
り
、

先
の
大
戦
で
父
等
を
亡
く
し
た
戦
没
者
の

遺
児
を
対
象
と
し
て
、父
等
の
戦
没
し
た

旧
戦
域
を
訪
れ
て
慰
霊
追
悼
を
行
う
と

と
も
に
、同
地
域
の
住
民
と
友
好
親
善
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。費
用
は

参
加
費
と
し
て
９
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
実
施
期
間
】訪
問
地
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
主
な
訪
問
予
定
地
】マ
リ
ア
ナ
諸
島
、東

部
ニュ
ー
ギ
ニ
ア
、ボ
ル
ネ
オ
、フ
ィ
リ
ピ
ン
等

【
問
合
せ
】(

財)

日
本
遺
族
会
事
務
局
　

☎
0
3
・
3
2
6
1
・
5
5
2
1

【
申
込
み
】沖
縄
県
遺
族
連
合
会
　

☎
8
3
4
・
2
8
1
1

　
先
天
性
ダ
ウ
ン
症
の
障
が
い
を
持
つ
15

歳
の
墨
絵
画
家
、小
波
津
有
希
く
ん（
字

小
波
津
在
住
）を
描
い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画「
琉
球
の
空
へ
羽
ば
た
け
天
使

君
」が
完
成
し
、全
国
に
先
駆
け
て
西
原
町

で
無
料
試
写
会
を
開
催
し
ま
す
。西
原
町

を
舞
台
に
し
た
勇
希
く
ん
の
成
長
ス
ト
ー

リ
ー
。ぜ
ひ
、ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】8
月
18
日（
土
）①
14
：
00
②
19
：
00

【
場
所
】ム
ー
ン
テ
ラ
ス
東
崎
東
崎
音
楽
堂

（
西
原
町
東
崎
22 －

3 

西
原
マ
リ
ン
パ
ー

ク
向
か
い
）

【
映
画
制
作
】N
P
O
ス
マ
イ
リ
ー
は
う
す

【
後
援
】西
原
町
、西
原
町
社
会
福
祉
協

議
会
ほ
か

【
問
合
せ
】N
P
O
ス
マ
イ
リ
ー
は
う
す

☎
0
7
0
・
5
8
1
8
・
9
9
3
7

●町内相談機関●

総合相談 日常生活の
あらゆる相談

時間／午前10時～午後４時
　　　（正午～午後1時を除く）
月／福祉相談　宮良律子
火／一般お悩み相談　諸見里美和
水／法律相談 （午後１時～４時）
　　垣花豊順 （弁護士）
木／消費生活相談　大城恵美
金／こども悩み相談　金城功恵
第１金／ひきこもり相談　サポートステーション那覇
問合せ／西原町社会福祉センター内
総合相談所　☎835-8822　☎945-3651
※予約優先

教育相談 不登校生徒及び保護
者への支援、助言

月～金　午前8時30分～午後5時15分
 （正午～午後1時を除く）
相談員／与那嶺 力、屋比久 薫、佐久川弥生
問合せ／教育委員会相談室　☎944-3603

行政相談 行政に対しての
苦情や要望

行政相談委員／平良ヨシ江
　　　　　　　大城　恵子
基本は随時、但し、第4火曜は巡回相談：
午前10時～午後4時（正午～午後1時を除く）
問合せ／総務部企画財政課　☎945-5340

人権相談 人権に関する
相談

随時　相談員／安里政雄、知花 正、
　　　　　　　當眞信子、仲宗根好美
問合せ／総務部総務課　☎945-5011
※要電話受付

法律相談 弁護士による
法律に関する相談

第３火曜日 午後2時～５時半
相談員／永吉盛元
問合せ／総務部総務課　☎945-5011
※要事前予約

精神障害者相談 精神的悩み
の相談

月火木金：午前９～12時、午後２～6時
水  ・  土：午前９～12時
医師／城間政州
問合せ／城間医院　☎945-4551

地域包括支援センター 高齢者に
関する相談

随時　相談員／玉城、与那嶺、新垣
問合せ／西原敬愛園内　☎882-0117

窓口相談 何でも相談

第１・第３火曜日（祝日の場合は翌週）
午前10時～午後４時（正午～午後１時を除く）
相談員　上木律子
問合せ／総務部企画財政課　☎945-5340

西原町公式ホームページ　http://www.town.nishihara.okinawa.jp

第
16
回「
こ
ど
も
未
来
賞
」エ
ッ
セ
ー

募
集
に
つ
い
て

戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業
に
つ
い
て

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画「
琉
球
の
空
へ
羽
ば

た
け
天
使
君
」無
料
試
写
会
の
お
知
ら
せ

受 付 場 所 受 付 期 間 連 絡 先
沖縄県総合運動公園 
運営管理事務所 

8月25日（土）～9月23日（日） 
9:00～20:00（火曜除く） 

932-5114 

沖縄ファミリーマート 
※沖縄県内のfamiポート 

インターネット申込 

現金書留 

8月25日（土）～9月23日（日） 
（消印有効） 
〒904-2173 沖縄市比屋根 5-3-1  
沖縄県総合運動公園運営管理事務所内 
中部トリムマラソン大会事務局 あて 

932-5114 

電話申込 
8月27日(月)～9月21日(金)10:00～17:30 
（月～金のみ） ※通話料は利用者負担。 

0570- 
037-846 

8月25日（土）～9月23日（日）
（http://www.sportsentry.ne.jp）  

8月25日（土）～9月23日（日）
※２４時間受付可能 

「オスプレイ配備に反対する沖縄県民集会」へ参加しよう！「オスプレイ配備に反対する沖縄県民集会」へ参加しよう！
　米国政府が進めるＭＶ22オスプレイの強行配備に反対し、中
止させることを訴える県民大会が開催されるにあたり、その意義
に賛同するとともに、本町では地域実行委員会を組織して県民大
会に参加します。
　つきましては、下記のとおり会場に向かう送迎バスを用意しま
す。多くの方のご参加、よろしくお願いします。

「オスプレイ配備に反対する沖縄県民集会」
【日時】 8月5日（日）15:00　
【場所】 宜野湾海浜公園多目的広場

送迎バスの運行について
【日時】 8月5日（日）13:00出発

・バスの台数に限りがあるため、ご乗車できない場
合があります。
・現地での移動は徒歩になります。
・帽子、雨具、飲み物等の準備・熱中症対策は各自で
お願いします。　

【場所】 西原町運動公園陸上競技場駐車場
【お問い合わせ】 総務部企画財政課 ☎945-4533

「オスプレイ配備に反対する沖縄県民集会」西原町実行委員会
共同代表 西原町長  上間　明
西原町議会議長  儀間信子
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第94号

http://library.town.nishihara.okinawa.jp/ 
Eメール　library@town.nishihara.okinawa.jp 

August  8月

英語絵本読み聞かせ

上映会（毎月第３日曜日）

西原町立図書館開館８周年記念公演会開催！！

紙芝居（毎月第１、第３土曜日）

おはなし会（毎月第２、第４日曜日）

（毎月第２、第４日曜日）

定
期
行
事

日時：：8月 4日、18日　11:00
場所：おはなしのへや
日時：：8月 12日、26日　15:00
場所：おはなしのへや
日時：：8月 12日　11:00
場所：おはなしのへや
日時：8月１9日　11:00　
場所：2階集会室　上映作品「百目のあずきとぎ／きもだめしのばん」

定
期
行
事

毎週水曜日 10：30～

8月 1日： ぐるんぱのようちえん

8月 8日： 心の花たば

8月15日： おばけのホーリー

8月22日： からすのパン屋さん／どろぼう学校

　７月27日から開催されているロンドン五輪。日本選手の活

躍を期待したいですね。図書館では、五輪開催中にオリンピッ

クの歴史や採用種目の資料の展示・貸出を行います。

　西原町立図書館は8月20日で開館8周年を迎えます。それを記念して今回は、『信ちゃん』こと津波信一さん率いる「TEAM SPOT 
JUMBLE」の劇団員の方による公演会を行います。たくさんの方のご来場をお待ちしています。
日 時：8月26日（日）14：00～15：30　　場 所：西原町立図書館 2階集会室

英語村　～Let’s Enjoy English～
主　催：ボランティアグループNIC　　日　時：８月１９日（日）13:00～16:00　　場　所：西原町立図書館 ２階
対象者：子どもから大人まで、英語に興味がある、英語に触れてみたいなどと思っている方ならだれでも大歓迎!!!
参加費：無料（事前予約は必要ありません）
問合せ：町立図書館  944-4996

図書館カレンダー図書館カレンダー ～ 夏休み上映会作品 ～

ちばりよ～ JAPAN！ ～オリンピック資料展～

平成24年度 課題図書・指定図書・自由研究資料展
期 間：７月21日（土）～８月26日（日）  ◎貸出期間：１週間 ◎貸出冊数：各１点ずつ ◎予約冊数：各１点ずつ

～ 夏休み上映会作品 ～

ちばりよ～ JAPAN！ ～オリンピック資料展～

○公演内容
演劇：『素敵な本をありがとう』

脚本・演出：末吉功治 出演：比嘉恭平・桑江静香

　とある図書館。主人公である女子大生は、小説を執筆するために図書館に通っていた。本を参考にしたいという表向きの考

えもあるが、主に「図書館に集まる人間模様」を観察するためである。よく見かける品の良い老婦人と、一人の青年。観察を続け

るうちに、二人の間には奇妙な関係があることに気づき…。

朗読劇・ピアノ演奏：『ふたり語り』

出演：桑江静香 演奏：Akane

　日ごろ親しまれている絵本や童話、物語などを、楽演家の「桑江静香」があるときは朗読し、あるときは一人芝居で表現する

とともに、祈りの作曲家「Akane」がその“おはなし”に沿ったメロディをピアノで表現するというお話会です。テーマは常に

『愛』です。
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生涯学習課
中央公民館
町民体育館
坂田児童館
西原児童館
西原東児童館

℡.098-945-5036 
℡.098-945-3657 
℡.098-945-8095 
℡.098-944-6308 
℡.098-945-4393 
℡.098-944-0976 

生涯学習だより
平成24年8月1日

事　　　　業 日　　　　時 備　　　　考
①　冷たいおやつ作り
②　絵画教室「楽しく描こう」
③　赤ちゃん交流会
④　３館合同親子遠足
⑤　親子工作ペットボトルの砂時計
⑥　絵画教室
⑦　流しそうめん
⑧　トランポリン
⑨　工作会（2）（3）

※下記事業のお問い合わせは、①～③は坂田児童館、④～⑥は西原児童館、⑦～⑨は西原東児童館へ!

生涯学習だより生涯学習だより
第196号　

要申込　材料費：実費
講師：富田順子　材料費：１００円
赤ちゃんと一緒に遊んでみよう。 
詳しくは各児童館まで。
要申込　材料費：実費
要申込　材料費：実費
要事前申込　参加費：１００円
ズボンを履いてきてね。
要事前申込　参加費：（2）50円（3）100円 

町民体育館からのお知らせ中央公民館講座の受講生募集 町民体育館からのお知らせ中央公民館講座の受講生募集

★西原の歴史講座

★ゆんたく英会話講座

★西原の歴史講座

★ゆんたく英会話講座

★オリジナル洋服リメイク講座★オリジナル洋服リメイク講座

開催：９月６日～ 10月４日　毎週木曜日　全５回
場所：町中央公民館　視聴覚室　（10：00～ 12：00）
定員：20名　受講料：無料
申込：８月６日（月）～ 14日（火）

対象：町内在住の親子２０組（４０名）
費用：１，０００円／１個
申込：８月 17日（金）までに、生涯学習課へ
　　　但し、定員になり次第、締切（※先着順）
   ※ 沖縄のシーサーは魔除け・招福のシンボルです。
　　 手作りのシーサーを家に置いて、ハッピーに！

開催：９月 15日～ 12月１日　毎週土曜日　全 10回
場所：町中央公民館　第２研修室（14：00～ 16：00）
定員：20名　受講料：無料
申込：８月８日（水）～８月 17日（金）

開催：９月７日～ 10月５日　毎週金曜日　全５回
場所：町中央公民館　第２研修室（13：30～ 16：30）
定員：20名　受講料：無料
申込：８月 10日（金）～８月 21日（火）

平成 24年６月 17日（日）西原町民体育館

平成 24年 6月 24日・7月 1日（日）西原中・西原南小・東崎公園
各区対抗野球大会

各区対抗バスケットボール大会

男　子

女　子

翁　長

内間団地

上　原

翁　長

我　謝

棚　原

内間団地
優　勝 準優勝 ３　位

男　子 小橋川 安　室 内　間 小波津
優　勝 準優勝 ３　位

申込み・問合せ：町中央公民館　☎945-3657

 １（水）14：30～15：30  
16（木）14：00～16：00 
23（木）10：00～11：00 
 ７（火） ９：00～16：00
17（金）14：00～17：00
20（月）14：00～16：00
 １（水）15：00～16：00
14（火）15：00～16：30
16（木）・18（土）15：00～16：30 

～　知識を深める秋の教養講座　～
平成 24年６月３日（日）西原中学校武道場

※ 兼久区３連覇達成

※ 男子：翁長区７連覇、女子：内間団地５連覇、達成

各区対抗卓球大会

団　　体 兼　久 小那覇 小波津
優　勝 準優勝 ３　位

今年の夏の思い出に
「しっくいシーサー」を
親子でつくってみませんか？

今年の夏の思い出に
「しっくいシーサー」を
親子でつくってみませんか？

「夏休み期間」 毎週金曜日は夜間巡回指導実施
時間：21：15～23：00　場所：町役場（集合）　但し、８月31日は旧盆のため、９月２日に変更します！

「夏休み期間」 毎週金曜日は夜間巡回指導実施

８月２５日（土）８：30～12：30
西原町中央公民館

８月２５日（土）８：30～12：30
西原町中央公民館

青少年健全育成町民一斉行動
★★★　１学期前半最終日に　★★★

青少年健全育成町民一斉行動
　「青少年の深夜はいかい防止」「未成年者の飲酒・喫煙防止」を目
的に７月 20日、町民一斉行動を実施しました。
　町民総決起大会及び街頭パレードには、約250名が参加しました。
児童、生徒のみなさんの意見発表を聞いた後、西原高校マーチング
バンド部を先頭に行進しました。
　同日の夜には、約 100名が西原高校と西原町役場に分かれて夜
間巡回指導を実施しました。


